
 

 

原子力政策大綱抜粋（広聴・広報） Ｐ２９ 

 

２－５－２．広聴・広報の充実 

国、事業者等は、原子力の研究、開発及び利用に関して国民や地域社

会が知りたい情報は何か、「原子力をどう考えているのか、それはなぜな

のか」を知るための広聴活動を国民、地域社会との相互理解を図る活動

の出発点に位置付け、それにより得られた意見等を踏まえて、広報や対

話の活動を進めていくべきである。また、原子力発電に対する国民の理

解を深めるために、国、事業者等は、電力の供給地と消費地の人々の相

互理解のための活動を強化するなどの工夫を凝らしつつ、多面的な理解

促進活動を引き続き行っていくべきである。これらの活動は継続的に行

われることが極めて重要であるが、同時に、それらの活動は効果的で効

率的に行われる必要がある。したがって、特に国が委託して実施する広

聴・広報事業について、これまでの取組について反省し、そのあり方の

抜本的な見直しを行うことにも真摯に取り組んでいく必要がある。 
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